
 

 

議第１２７号 

 

 

既存集落まちづくり区域指定制度の指定区域 

及び指定用途の変更について 

 

 

亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成２８年亀岡市 

 

条例第４２号）第８条第２項において準用する第６条第４項の規定により既存集 

 

落まちづくり区域指定制度の指定区域及び指定用途を次のとおり変更する。 



 

変 更 理 由 

 

 第９回特別管理及びその他の理由により農用地区域の指定が廃止された土地のうち、

条例区域と一体的に集落地を形成すべきと認められるに至った土地を条例区域に追加

するため区域を変更する。 

 また、河原林町河原尻地区及び河原林町勝林島地区については、地元要望により、他

地区と同様の用途に変更する。 

 



 

別図Ａに続く 

都市計画法３４条適用状況 位置図 

縮尺 １：３０，０００ 
国道９号 

京都縦貫自動車道 

寺地区 

篠第１地区 

篠第２地区 

千歳地区 

重 利 地 区 

かすみ ｹ丘 

君塚台団地 

岩 田団地 

夫婦池団地 

下 峠 団 地 

ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ 

佐 伯浦亦 

余 部団地 

口山団地（第 1 地区） 

口山団地（第 2 地区） 

出雲台団地 

西 山団地 

湯ノ花ﾛｰｽﾞﾀｳﾝ 

都市計画法第34条第２号
の対象地区
（湯の花温泉地区）
都市計画法第34条第11号
の指定区域（50戸連担）
都市計画法第34条第12号
の指定区域（既存集落）
（条例第８条第１項第３号）

都市計画法第34条第12号
の指定区域（概成団地）
（条例第８条第１項第５号）

凡　　　例

馬路地区 

吉川地区 

保津地区 薭田野地区 

河原林町 

勝林島地区 

別図Ａ 

国道３７２号 

国道４２３号 

旭地区 

曽我部地区 

南 条 地 区 

千代川地区 

河原林町 

河原尻地区 
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： 指定区域外
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既存集落まちづくり区域指定制度の区域内で許容する予定建築物の用途について 

（改正後） 

区域の名称 河原林町河原尻地区 

土地の区域 別紙「区域図 河原林町河原尻地区」のとおり 

許容する予定

建築物の用途 

 

［開発行為］ 

(1)専用住宅（その敷地面積が、自己の居住の用に供するものにあっては  

１５０平方メートル以上のもの、その他のものにあっては３００平方

メートル以上のものに限る。） 

(2)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅（その敷

地面積が、自己の居住の用に供するものにあっては１５０平方メートル

以上のもの、その他のものにあっては３００平方メートル以上のものに

限る。） 

(3)(4)に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築することが

できる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分

の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除く。） 

(4)次に掲げる農業の利便を増進するために必要な店舗等でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5)診療所 

(6)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル以内のもの 

(7) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの 



［建築行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（［開発行為］（1）又は（2）のう

ちその他のものとして都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発許

可を受けた土地に建築するものを除き、かつ、新築の場合にあってはそ

の敷地面積が１５０平方メートル以上のものに限る。） 

(2) (1)に掲げるもののほか自己の居住の用に供する専用住宅（その敷地面

積が３００平方メートル以上のものに限る。） 

(3) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（［開発行為］（1）又は（2）のうちその他のものとし

て都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発許可を受けた土地に建

築するものを除き、かつ、新築の場合にあってはその敷地面積が１５０

平方メートル以上のものに限る。） 

(4)(3)に掲げるもののほか第一種低層住居専用地域内に建築することがで

きる自己の居住の用に供する兼用住宅（その敷地面積が３００平方メー

トル以上のものに限る。） 

(5) (6) に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築すること

ができる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部

分の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(6) 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な建築物でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(7)診療所 

(8)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メート

ル（用途を変更する場合にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(9)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用途

に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途を変更する場合

にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(10) 旅館業法第２条第３項に規定する簡易宿所営業に係るもの（用途を

変更する場合に限る。） 



 

既存集落まちづくり区域指定制度の区域内で許容する予定建築物の用途について 

（改正前） 
 

区域の名称 河原林町河原尻地区 

土地の区域 別紙「区域図 河原林町河原尻地区」のとおり 

許容する予定

建築物の用途 

 

［開発行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（その敷地面積が２００平方メート

ル以上のものに限る。） 

(2)第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（その敷地面積が２００平方メートル以上のものに限

る。） 

(3)(4)に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築することが

できる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分

の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除く。） 

(4)次に掲げる農業の利便を増進するために必要な店舗等でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル以内のもの 

(6) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの 



［建築行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（新築の場合にあってはその敷地面

積が２００平方メートル以上のものに限る。） 

(2) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（新築の場合にあってはその敷地面積が２００平方メー

トル以上のものに限る。） 

(3) (4) に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築すること

ができる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部

分の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(4) 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な建築物でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル（用途を変更する場合にあっては、１５０平方メートル）以内のも

の 

(6)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途を変更する場

合にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(7) 旅館業法第２条第３項に規定する簡易宿所営業に係るもの（用途を変

更する場合に限る。） 

 



 

既存集落まちづくり区域指定制度の区域内で許容する予定建築物の用途について 

（改正後） 
 

区域の名称 河原林町勝林島地区 

土地の区域 別紙「区域図 河原林町勝林島地区」のとおり 

許容する予定

建築物の用途 

 

［開発行為］ 

 次の(1)から(7)までに掲げるもの（(3)から(7)までに掲げるもののうち

土砂災害警戒区域又は洪水等が発生した場合に生命又は身体に著しい危害

が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を含む敷地面積が１，００

０平方メートル以上のものについては、安全上及び避難上の対策を実施す

るものに限る。） 

(1)専用住宅（その敷地面積が、自己の居住の用に供するものにあっては  

１５０平方メートル以上のもの、その他のものにあっては３００平方

メートル以上のものに限る。） 

(2)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅（その敷地

面積が、自己の居住の用に供するものにあっては１５０平方メートル以

上のもの、その他のものにあっては３００平方メートル以上のものに限

る。） 

(3)(4)に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築することが

できる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分

の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除く。） 

(4)次に掲げる農業の利便を増進するために必要な店舗等でその用途に供す

る部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の部

分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5)診療所 

(6)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メート

ル以内のもの 

(7) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの 



［建築行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（［開発行為］（1）又は（2）のう

ちその他のものとして都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発許

可を受けた土地に建築するものを除き、かつ、新築の場合にあってはそ

の敷地面積が１５０平方メートル以上のものに限る。） 

(2) (1)に掲げるもののほか自己の居住の用に供する専用住宅（その敷地面

積が３００平方メートル以上のものに限る。） 

(3) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（［開発行為］（1）又は（2）のうちその他のものとし

て都市計画法第２９条第１項の規定に基づく開発許可を受けた土地に建

築するものを除き、かつ、新築の場合にあってはその敷地面積が１５０

平方メートル以上のものに限る。） 

(4)(3)に掲げるもののほか第一種低層住居専用地域内に建築することがで

きる自己の居住の用に供する兼用住宅（その敷地面積が３００平方メー

トル以上のものに限る。） 

(5) (6) に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築すること

ができる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部

分の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(6) 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な建築物でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(7)診療所 

(8)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メート

ル（用途を変更する場合にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(9)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用途

に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途を変更する場合

にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(10) 旅館業法第２条第３項に規定する簡易宿所営業に係るもの（用途を変

更する場合に限る。） 
 



 

既存集落まちづくり区域指定制度の区域内で許容する予定建築物の用途について 

（改正前） 

区域の名称 河原林町勝林島地区 

土地の区域 別紙「区域図 河原林町勝林島地区」のとおり 

許容する予定

建築物の用途 

 

［開発行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（その敷地面積が１５０平方メート

ル以上のものに限る。） 

(2)第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（その敷地面積が１５０平方メートル以上のものに限

る。） 

(3)(4)に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築することが

できる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分

の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分をそ

の用途に供するものを除く。） 

(4)次に掲げる農業の利便を増進するために必要な店舗等でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5)診療所 

(6)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メー

トル以内のもの 

(7) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用

途である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用

途に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル以内のもの 



［建築行為］ 

(1) 自己の居住の用に供する専用住宅（新築の場合にあってはその敷地面

積が１５０平方メートル以上のものに限る。） 

(2) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる自己の居住の用に

供する兼用住宅（新築の場合にあってはその敷地面積が１５０平方メー

トル以上のものに限る。） 

(3) (4) に掲げるもののほか、第二種低層住居専用地域内に建築すること

ができる店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部

分の床面積の合計が１５０平方メートル以内のもの（３階以上の部分を

その用途に供するものを除く。） 

(4) 次に掲げる農業の利便を増進するために必要な建築物でその用途に供

する部分の床面積の合計が５００平方メートル以内のもの（３階以上の

部分をその用途に供するものを除く。） 

ア 建築物の周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする

店舗 

イ アの農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 

ウ 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋

その他これらに類するもの（アの農産物を原材料とする食品の製造又

は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 

５０平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、そ

の出力の合計が０．７５キロワット以下のものに限る。） 

(5)診療所 

(6)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が５０平方メート

ル（用途を変更する場合にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(7)第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅の兼用用途

である美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房でその用途

に供する部分の床面積の合計が５０平方メートル（用途を変更する場合

にあっては、１５０平方メートル）以内のもの 

(8) 旅館業法第２条第３項に規定する簡易宿所営業に係るもの（用途を変

更する場合に限る。） 

 


